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はじめに 

 

 地方分権の進展により、地方が担うべき行政サービスは、ますます拡大して

いくことが見込まれる。 

 一方、地方財政は、平成１６年度から進められた三位一体改革により、地方

交付税をはじめとする地方財源が大幅に削減された。平成１９年度は、税源移

譲により県税収入の増加が見込まれるものの、歳入減を補うにはいたらず、依

然として厳しい財政状況が続くものと考えられる。 

 このような状況下にあって、県が県民に対して果たすべき役割を全うするた

めには、常に事業実施の効果を試算・検証し、効果的、効率的に事業を推進す

ることにより、県内経済の活性化をより一層積極的に図らなければならない。 

 そのため、県が事業を実施する場合の重要な判断基準のひとつとして、どの

ような経済波及効果があるのか、さらには、どれほどの歳入増加効果（税収効

果）があるのかを試算するシステムの構築が有効と考えられる。 

 そこで、投資効果測定ワーキンググループを設置し、県事業（投資）と歳入

の相関関係を分析検証し、県事業が実施された場合の経済波及効果と歳入増加

効果を試算する手法についての検討を行ってきた。 

 このたび、これまでの十数回にわたる議論の結果を踏まえて、ワーキンググ

ループにおいて、税収効果まで検討したおそらく全国の都道府県ではじめてと

思われる投資効果試算の手法について報告をするものである。 
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第１章 投資効果試算の目的と試算方法 
 
１－１．投資効果試算の目的 
 県内経済の活性化により歳入増（税収増）を図ることを 終目的に、県の実施する各種

事業による経済的な側面から見た投資効果を試算した。 
 
１－２．投資効果試算方法の説明 
 ＜ 分析方法 ＞ 
  産業連関表を用いて、「県予算を執行することによる経済波及効果（県事業効果）」と

「県の施策により民間企業が行った経済活動による経済波及効果（民間事業効果）」を試

算し、この試算値をもとに１－２－２で後述する方法により予測される税収効果を試算

した。 
 経済的な観点からの施策評価には「産業連関表」を使用するケースが一般的であり、

産業連関表による分析を行うことで、事業効果について具体的な金額を用いた経済的な

側面からの評価を行うことができる。 

 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

※ １「県事業効果」は、県内経済に投入された県の事業費について、産業連関表を

用いて「経済波及効果」を試算。 
※ ２「民間事業効果」は、県の施策等により想定どおり民間事業者が事業を起こし

た場合の県内需要について、産業連関表を用いて「経済波及効果」を試算。

①県施策 
（投資） 

②事業実施 

  県事業効果 ※ １ 

 

②民間事業者 
（投資） 

民間事業効果 ※ ２ 

予算執行 

事業誘発 

③経済波及 
効  果 
（効果） 

④税収効果

 
（効果） 

経済波及効果試算 

税収効果試算 
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１－２－１．経済波及効果試算方法の説明 
 
●産業連関表を用いた経済波及効果分析方法 
  各部局の事業における 終需要※ 

 （消費・投資など）を、産業連関表をもとに算出され

た各種係数を用いて計算することにより、その需要によって誘発される生産額の合計値

として経済波及効果を試算した。 
  産業連関表による経済波及効果は、経済活動から生じる雇用者所得が再び需要を喚起

し、これが無限に繰り返し波及効果が広がっていくと考えられるが、今回は一般的な例

にならい、第 2 次波及効果までの計算とした。 
※ 終需要・・・家庭や企業、政府などが 終的な使用目的で購入する生産物やサービスのこと 

         （例）県内経済における県の事業費（委託費、物品購入費など） 

            観光客の経済活動による需要（交通費、宿泊費、お土産代など） 

      
産業連関表とは、ある一定地域における１年間の経済活動について、その財貨・

サービスの取引関係（生産活動の様子）を一覧表（マトリックス表）にしてまとめた経

済循環の状況を示す統計のことを言う。     

 

 
 
 
 
 
 

現在のところ、経済波及効果を試算する際には、官民を問わず一般的に産業連関表

が使用されている。 
（例）各種シンクタンク、国土交通省、大阪府、山口県、青森県など 
☆産業連関表から分析できること☆ 
１．経済構造の現状分析 
２．各種施策の経済波及効果試算 
３．経済予測・計画 

参考 



- 3 - 

※ なお、分析にあたっては次のような前提条件があることにご注意いただきたい。 

 

① 平成１２年奈良県産業連関表の３２部門表を用いて測定しているため、生産にかかる

投入係数や自給率、産業構造などは平成１２年の数値であること。 

② 投入構造は、同じ部門の中であっても生産活動の内容によって違ってくることが多い

が、ここでは便宜的に３２部門表による平均的な投入構造を用いていること。 

③ 波及の期間は不明であり、単一年度とは限定できないこと。 

④ 需要初期には、通常、在庫からの供給が考えられるが、産業連関分析においては、企

業内及び流通の段階で在庫の存在がなく、需要の発生には、企業は「在庫の取り崩し」

をせずに、すぐに【生産】で対応するものと仮定していること。 

⑤ 「経済波及効果」（直接効果等）で生じた企業の「営業余剰」は、「配当」の形で株

主に分配されるが、その部分を推計することは困難であるため、第２次間接波及効果

の試算では「雇用者所得」が次の「経済波及効果」を誘発するものと仮定しているこ

と。 

⑥ ３次以降の波及効果（所得の増加による消費の発生が繰り返される）も想定されるが、

限りなく続くうえ、その波及の効果は３次以降【逓減】していくので、ここでは第２

次間接効果までの試算を対象としていること。 

⑦ 産業連関分析では、需要が２倍になれば、その需要に応えるために原材料、生産に必

要なエネルギー等が同じく２倍供給されると仮定しているが、現実にはエネルギー等

が２倍供給されるとは限らないこと。 

  → いわゆる【ボトルネックの存在】 

   （たとえば、夏場に使用電力が２倍供給されることは考えられない） 

⑧ 生産が２倍、３倍になれば、【生産性】が向上し、使用する原材料、人的資源及びエ

ネルギー等が【逓減】すると考えられるが、産業連関分析の場合はこのような【規模

の経済性】を考慮していない直線的なモデルであること。 

⑨ 生産が２倍、３倍になることにより、環境汚染、地球温暖化の原因と考えられる二酸

化炭素等の増加、観光客の増加による交通渋滞などの【外部不経済】が発生するが、

産業連関分析では、【外部不経済】の存在はないものと仮定していること。   

 

 後に、分析の方法としてはこの報告書の方法に限られるものではなく、条件の与え方

（特に「 終需要」、「平均消費性向」等）により異なる試算結果となる可能性があり、  

いずれかが間違っているというものではないことを付け加える。 
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１－２－２．税収効果試算方法の説明 
 
  ここでは、県税の税収の試算方法を述べる。 

経済波及効果に基づく税収を①個人の直接税、②法人の直接税、③間接税の３つに区分し

て計算する。 

 使用する統計資料は、次の２つである。 

 「平成１６年度奈良県県民経済計算報告書」（奈良県総務部統計課） 

  「平成１６年度奈良県税務統計」（奈良県総務部税務課） 

 

県税の税収効果試算のための計算式 

 県税を①個人の直接税、②法人の直接税、③間接税の３つに区分する。これらについて

の平成１６年度県税決算額（収入額）を平成１６年度奈良県県民経済計算の雇用者報酬、

営業余剰、県内総生産でそれぞれ除して、算出された数字を税収係数とする。 

 税収係数の計算式(表１)とその際に基礎となる税収の区分(表２)は、以下のとおりであ

る。 

表１  税収係数の計算式 

区  分 計  算  式 

①個人の税収係数 個人の直接税(H16)／奈良県県民経済計算の雇用者報酬(H16) 
②法人の税収係数 法人の直接税(H16)／奈良県県民経済計算の営業余剰(H16) 
③間接税の税収係数 間接税(H16)／奈良県県民経済計算の県内総生産(H16) 

 
表２  税収の区分 

直接税 
区 分 

個人分 法人分 
間接税 

個人県民税 
個人事業税 
狩猟税 

法人県民税 
法人事業税 

税 目 
（注１）利子割、配当割、株式等譲

渡所得割、自動車税、自動車取得税、

不動産取得税 

地方消費税 
たばこ税 
ゴルフ場利用税 
軽油引取税 
特別地方消費税 

（注１）利子割、配当割、株式等譲渡所得割、自動車税、自動車取得税、不動産取得税の

６税目については、個人と法人の区分ができないため、個人と法人に 1/2 ずつ割り当てる。 
（注２）産業廃棄物税、鉱区税の２税目については、県民経済計算において、要素として

考慮されていないため除外した。 
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個人を例にして具体的に説明すると、雇用者報酬と個人の直接税は、相関関係があると

考えて、平成１６年度の個人の直接税を平成１６年度の奈良県県民経済計算の雇用者報酬

で除したものを個人の直接税の税収係数とする。 

 次にその税収係数に産業連関表から導き出された雇用者所得を乗ずることで、個人の税

収効果を求める。 

 同様に法人であれば営業余剰、間接税であれば県内総生産を使用して計算する。これら 

３つを合計したものが、その事業を実施したことによる税収効果である。  

 
なお、他府県の事例において、税収係数の算定に際して県民経済計算ではなく、産業連

関表を使用しているものがある。この方法は、経済波及効果を算出している産業連関表と

同じ表を用いるので、暦年で統一されているという利点がある。しかし、産業連関表は５

年ごとの作成なので、現在は 2000 年表を使用するしかなく、使用する統計資料としては少

し古いものになる。（表３を参照） 

それに対して、県民経済計算を使用すれば、産業連関表が暦年であるため、若干の誤差 

が生じるものの、毎年度作成されるので常に 新のデータを使用できるという利点がある。  
 
 表３ 産業連関表と県民経済計算の比較 

統計名 内  容 新版 作成頻度 区別 

奈良県産業

連関表 

県内の生産活動や取引関係を数量的

にとらえた加工統計資料 
平成 12 年 
(2000 年) 

５年ごと 暦年 

奈良県県民

経済計算 

産業連関表を基に毎年度、再計算さ

れるＧＤＰ統計（加工統計資料） 
平成 16 年度 
(2004 年度) 

毎年度 年度 

 
そこで、県民経済計算と産業連関表のどちらを使用した方が、より実際の税収に近いか

を検証するため、まず平成１２年度の数値を用いて試算することとした。その結果は表４

のとおりであり、県民経済計算を使用する方が若干ではあるが、実際の税収に近いことが

わかった。 

 

表４ 県民経済計算に基づく方法と産業連関表に基づく方法との比較 

検  証  内  容 実際の税収との乖離度

平成１２年の産業連関表によって試算した平成１６年度の税収効果と平成１６

年度県税収入の比較 
１１８．３％ 

平成１２年度の県民経済計算によって試算した平成１６年度の税収効果と平成

１６年度県税収入の比較 
１１６．５％ 
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次に平成１２年度から平成１５年度までの県民経済計算によって試算した平成１６年

度税収効果と実際の県税収入を比較したものが表５であり、より直近の県民経済計算を使

用した方が、実際の税収との乖離が少ないことが実証された。 

 

表５ 県民経済計算に基づく方法による年度別の乖離度 

検  証  内  容 実際の税収との乖離度

平成１２年度の県民経済計算によって試算した平成１６年度の税収効果と

平成１６年度県税収入の比較 
１１６．５％ 

平成１３年度の県民経済計算によって試算した平成１６年度の税収効果と

平成１６年度県税収入の比較 
１１４．８％ 

平成１４年度の県民経済計算によって試算した平成１６年度の税収効果と

平成１６年度県税収入の比較 
９２．８％ 

平成１５年度の県民経済計算によって試算した平成１６年度の税収効果と

平成１６年度県税収入の比較 
９７．５％ 

 

 以上の結果から、この報告書では、 も実際の税収に近い数値が算定できる平成 16 年度

の県民経済計算に基づいて税収係数を算出し、税収効果の試算を行うこととする。 
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投 資 効 果 試 算　フ ロ ー 図

　産業連関表の「 終需要項目」に投入

　
　　新　た　な　需　要　の　発　生

　企業等の生産の増加、
　　・企業利益（営業余剰）の増加
　　・雇用者所得の増加
　　・雇用者の増加　　等

大部分は消費に回される

　新たな需要の発生

　　経済波及効果

   直接効果

 波及効果

県内総生産（ＧＤＰ）

企業の営業余剰

雇用者所得

企業の営業余剰 法人の税収増加

個人の税収増加

間接税の税収増加

雇用者所得

県内総生産（ＧＤＰ）

　　税　収　効　果

経済波及効果の結果

　　　　増　加
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第２章 投資効果試算結果 
 
県予算の執行の「経済波及効果」について 
１．「県事業効果」＋「民間事業効果」 
（県の予算の執行に伴う「経済波及効果」＋県の施策等により民間事業者等が事業を起こした

と想定した場合の「経済波及効果」）                 （単位：千円、倍） 

　

305,290 47,839,000 70,211,000 1.47 852,000

～ ～ ～

305,290 8,901,000 13,148,000 1.48 159,000

　　　　　　　※　２　計（  小 値 ）＝企画部・交流観光局、商工労働部の（ケース３）と生活環境部、総務部との計

6,267

159,245

「もてなしの心」推進事業生活環境部

企　業　立　地　の　推　進

ケース３

企 画 部 ・
観 光 交 流
局

商工労働部

観光振興事業＋「泊まる奈良」推進事業

ケース１

ケース２

ケース３

ケース１

761,000

186,000 4,0001.52

　　　　　　　※　１　計（  大 値 ）＝企画部・交流観光局、商工労働部の（ケース１）と生活環境部、総務部との計

総　務　部 山間地域ケーブルテレビ施設整備事業

  （  大 値 ）　※ １

  （  小 値 ）　※ ２

計

1,128,000 1.48 18,000

282,000

79,0003,223,000

11,630 64,048,000 1.47 751,000

128,148 4,753,000 1.47

43,669,000

波及倍率
（Ｃ）／（Ｂ）

税収効果
（Ｄ）

経済波及効果
（Ｃ）

県内需要増加額
（Ｂ）

事　業　費
（Ａ）

事　　業　　名

▲ 526,000 1.45 ▲ 9,000

11,630 17,722,000 25,928,000 1.46

ケース２ 128,148 1,496,000 2,211,000 1.48 36,000

128,148

11,630 8,318,000 12,264,000 1.47

302,000

146,000

▲ 364,000

◎ 新規立地　２５件

資本金　３千万円
従業員数　３０名　の企業

◎ 新規立地　３件

ケース１と同規模の企業

◎ 施設拡張　２２件
資本金　１千万円

従業員数　２０名　の企業

◎ 新規立地　３件

資本金　３千万円

従業員数　２０名 の企業

◎ 施設拡張　２２件

資本金　１千万円

従業員数　１０名 の企業

◎ 観光客　３０万人増

   宿泊客１０万人+日帰り客２０万人

◎ 観光客　３０万人増
宿泊客：日帰り客 ＝ １：９

◎ 観光客　２万５千人増
　宿泊客減、日帰り客増で達成
（平成１７年どおりの場合）

（ 「２１世紀の観光戦略」どおり ）

（現状の割合の場合）
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２．「県事業効果」のみ 
（県の予算の執行に伴う「経済波及効果」のみの場合）         （単位：千円、倍） 

897,000教育委員会事務局 高等学校再編整理事業

農林漁業用揮発油税財源身替農
道整備事業（耕地課）

637,350

県内需要増加額
（Ｂ）

569,000

604,000

911,961

43,671,996 32,724,000

872,000

41,243,000

1.53 72,000

855,000

26,993,000

1.53 657,000

1.52 18,000

1.42 17,000

1.53 539,000

1.53 11,000

土　　木　　部 道　路　整　備　事　業 36,963,685

水　　道　　局
①拡張事業等＋②既設施設更新
改良事業＋③送水管路移設事業
＋④業務施設整備事業

3,750,000 5,602,000

健　康　安　全　局 県　立　病　院　事　業 1,409,000

農　　林　　部

3,661,000

1,367,000

49,939,000　　　 　計

経済波及効果
（Ｃ）

波及倍率
（Ｃ）／（Ｂ）

税収効果
（Ｄ）

事　　業　　名
事　業　費

（Ａ）

 
 
 
３．「県内消費」増加による効果   
   県外に流出（特に大阪府）しているであろう『県民の消費』を『県内』に還流させた

場合の波及効果を試算した。県外流出している額は、統計上の把握が困難なため、県外

流出のうち１，０００億円を奈良県内に取り戻したものとして試算した。 
                                                  （単位：千円、倍）  

県の施策 － 100,000,000 148,047,000

事　業　費
（Ａ）

県内需要増加額
（Ｂ）

県内消費が１，０００億円増加した効果

事　　業　　名

2,774,000

波及倍率
（Ｃ）／（Ｂ）

税収効果
（Ｄ）

1.48

経済波及効果
（Ｃ）
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県事業効果
＋

民間事業効果

　　※　注　　　観光客の県内での平均消費額より推計
宿泊客　　３０，１１５円
日帰り客　　３，６９１円 出典：奈良県観光動向実態調査　

　　　　　Ｈ１９年３月報告　（財）南都経済センター　実施

７，９００万円

●　観光客誘致による経済波及効果　●

税収への波及効果予測

（需要増加額計３７億９，９００万円のうち、約５億７，６００万円は自給率の関係で県外流出）

１．事業目的

現　状　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（実　数）　　　　　　　　（対前年比）　　  　（割合）
　奈良県の観光客数　　　　　　　３，４２９万３百人　　　　　　＋２万５千人
 　　　　　うち、宿泊者数　　　　　　　３２２万６千人　　　　　　 ▲１万９千人　　  　   9.4％
           　   日帰り客数　  　　　３，１０６万４千３百人   　 　＋４万４千人　　　　  90.6％

出典：平成１7年　奈良県観光客動態調査（県観光課）

２．県予算の執行と観光客の増加

　
　平成１９年は観光客が、３０万人増加　すると仮定。

宿泊者数　　　１０万人
日帰り客数　　２０万人

出典：21世紀の観光戦略（県滞在戦略室）

３．県予算執行と増加する観光客の県内での消費行動による県内経済への波及効果

県内需要増加額 ３２億２，３００百万円 ・・・・・・ （A）

※産業連関表（2000年表）による分析結果

直接効果 ３２億２，３００万円 波及効果 １５億３，０００万円＋

総合効果 ４７億５，３００万円（B) 波及効果（B/A） １．４７倍

県内総生産（GDP)誘発額 ２７億３，９００万円

雇用者所得誘発額 １３億９，８００万円

雇用誘発数 ６４２人

４．税収効果

（県内総生産３兆７，７０７億円（平成１７年度）を０．０７％押し上げる）
）

営業余剰誘発額 ６億３，９００万円

経済波及効果

観光関係　県予算額（平成１９年度）
（１）観光振興事業
（２）「泊まる奈良」推進事業

１億１，８６４万８千円
９５０万０千円

１億２，８１４万８千円

県内での観光客の消費額
　　宿泊客　　　３，０１２百万円
　　日帰り客　　　　７３８百万円（※注）

　県事業効果 　民間事業効果

　観光客（宿泊者数）を２００３年で３３０万人を２０１０年に５００万人に増やすことを目指す「２１世紀
の観光戦略」に資する事業。

個人分直接税　２，９００万円

法人分直接税　３，６００万円

間　接　税　　　１，４００万円

経済波及効果試算　　ケース　１
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(単位：百万円)

×［県内自給率]

576 は県外へ

直接効果

×[県内自給率]

[産業連関表に投入] ×[平均消費性向]

第１次間接波及効果

×[県内自給率]

第２次間接波及効果 [産業連関表に投入]

=

=

=

=

波及効果倍率　＝ 1.47

(Ｗ)+(Ｙ)+(Ｚ)

(ア)+(イ)+(ウ)

(α)+(β)+(γ)雇用者所得誘発額

営業余剰誘発額

1,221

（Ｂ）／（Ａ）

4,753

2,739

1,398

639 (a)+(b)+(c)

ＧＤＰ誘発額

総合効果  （Ｂ）

508 244125 551

図１　　経済波及効果フロー

生産誘発額(第１次)（Ｙ）

867

 　　　　　　県内ＧＤＰ誘発額(第１次)（イ）

需要増加額

県内需要増加額(Ａ)

3,223

原材料誘発額(直接)
 県内ＧＤＰ誘発額(直接)（ア）

需要増加額
（第２次）

生産誘発額(第２次)（Ｚ）

663

455

 県内ＧＤＰ誘発額(第２次)（ウ）

営業余剰誘発額(c)

137

雇用者所得誘発額(γ)

177

3,223

県内需要増加額
(第２次)

864

雇用者所得誘発額
(直接＋第１次)

県内需要増加額
(第１次)

営業余剰誘発額(b) 雇用者所得誘発額(β)

683

観光振興事業　宿泊者10万人
＋日帰り客20万人増の場合

3,799

1,7761,447

雇用者所得誘発額（α）

生産誘発額（直接）（Ｗ）

977

営業余剰誘発額（a）

377

 
 （税収への波及効果）                     （単位：百万円）          

個人分直接税 29 法人分直接税  36 間接税 14 合 計     79 
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県事業効果
＋

民間事業効果

３，６００万円

●　観光振興事業＋「泊まる奈良」推進事業に伴う波及効果　●

税収への波及効果予測

（需要増加額計１９億１００万円のうち、約４億５００万円は自給率の関係で県外流出）

経済波及効果試算

１．事業目的

現　状
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（実　数）　　　　　　　　（対前年比）　　  　（割合）
　奈良県の観光客数　　　　　　　３，４２９万３百人　　　　　　＋２万５千人
 　　　　　うち、宿泊者数　　　　　　　３２２万６千人　　　　　　 ▲１万９千人　　  　  9.4％
           　   日帰り客数　  　　　３，１０６万４千３百人   　　＋４万４千人　 　　  90.6％

出典：平成１７年　奈良県観光客動態調査（県観光課）

３．県予算の執行と観光客の県内での消費行動による県内経済への波及効果

県内需要増加額 １４億９，６００万円 ・・・・・・ （A）

※産業連関表（2000年表）による分析結果

直接効果 １４億９，６００万円 波及効果 ７億１，５００万円＋

総合効果 ２２億１，１００万円（B) 波及効果（B/A） １．４８倍

県内総生産（GDP)誘発額 １２億６，２００万円

雇用者所得誘発額 ６億４，９００万円

雇用誘発数 ２９０人

４．税収効果

（県内総生産３兆７，７０７億円（平成１７年度）を０．０３％押し上げる）
）

営業余剰誘発額 ２億９，０００万円

経済波及効果

２．県予算の執行と観光客の増加

　

　平成１９年は観光客が、３０万人増加　すると仮
定。ただし、宿泊者と日帰り客の比率は変化しな
いものとする。

宿泊者数　　　　２万８，２００人
日帰り客数　　２７万１，８００人

観光関係　県予算額（平成１９年度）
（１）観光振興事業
（２）「泊まる奈良」推進事業

１億１，８６４万８千円
９５０万０千円

１億２，８１４万８千円

　　ケース　２

　県事業効果 民間事業効果

観光客（宿泊者数）を２００３年で３３０万人を２０１０年に５００万人に増やすことを目指す「２１世紀の観
光戦略」に資する事業。

個人分直接税　１，４００万円

法人分直接税　１，６００万円

間　接　税　　　　 　６００万円
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(単位：百万円)

×［県内自給率]

405 は県外へ

直接効果

×[県内自給率]

[産業連関表に投入] ×[平均消費性向]

第１次間接波及効果

×[県内自給率]

第２次間接波及効果 [産業連関表に投入]

=

=

雇用者所得誘発額 =

営業余剰誘発額 =

観光振興事業　宿泊者が９．４％で
推移のケースの場合

生産誘発額（直接）（Ｗ）

452

営業余剰誘発額（a）

170

1,496

生産誘発額(第２次)（Ｚ）

308

213

 県内ＧＤＰ誘発額(第２次)（ウ）

営業余剰誘発額(c)

64

雇用者所得誘発額(γ)

81

図１　　経済波及効果フロー

生産誘発額(第１次)（Ｙ）

407

 　　　　　　県内ＧＤＰ誘発額(第１次)（イ）

需要増加額

県内需要増加額(Ａ)

1,496

原材料誘発額(直接)
 県内ＧＤＰ誘発額(直接)（ア）

需要増加額
（第２次）

営業余剰誘発額(b) 雇用者所得誘発額(β)

321 568

県内需要増加額
(第２次)

402

雇用者所得誘発額
(直接＋第１次)

県内需要増加額
(第１次)

237 11656 257

（Ｂ）／（Ａ）

2,211

1,262

649

290

波及効果倍率　＝ 1.48

(Ｗ)+(Ｙ)+(Ｚ)

(ア)+(イ)+(ウ)

(α)+(β)+(γ)

(a)+(b)+(c)

ＧＤＰ誘発額

総合効果  （Ｂ）

1,901

812684

雇用者所得誘発額（α）

 
 （税収への波及効果）                      （単位：百万円）          

個人分直接税 14 法人分直接税  16 間接税  6 合 計     36 
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県事業効果
＋

民間事業効果

▲９００万円

●　観光振興事業＋「泊まる奈良」推進事業に伴う波及効果　●

税収への波及効果予測

（需要増加額計▲３億６，１００万円のうち、約３００万円は自給率の関係で県外流出）

経済波及効果試算

１．事業目的

　現　状
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（実　数）　　　　　　　　（対前年比）　　  　（割合）
　奈良県の観光客数　　　　　　　３，４２９万３百人　　　　　　＋２万５千人
 　　　　　うち、宿泊者数　　　　　　　３２２万６千人　　　　　　 ▲１万９千人　　  　  9.4％
           　   日帰り客数　  　　　３，１０６万４千３百人   　　＋４万４千人　 　　  90.6％

出典：平成１７年　奈良県観光客動態調査（県観光課）

３．県予算の執行と増加する観光客の県内での消費行動による県内経済への波及効果

県内需要増加額 ▲３億６，４００万円 ・・・・・・ （A）

※産業連関表（2000年表）による分析結果

直接効果 ▲３億６，４００万円 波及効果 ▲１億６，２００万円＋

総合効果 ▲５億２，６００万円（B) 波及効果（B/A） １．４５倍

県内総生産（GDP)誘発額 ▲３億７００万円

雇用者所得誘発額 ▲１億５，４００万円

雇用誘発数 ▲７５人

４．税収効果

（県内総生産３兆７，７０７億円（平成１７年度）を▲０．００８％押し下げる）
）

営業余剰誘発額 ▲７，４００万円

経済波及効果

２．県予算の執行と観光客の増加

　

　平成１９年は観光客が、２万５千人増加　すると仮定。
ただし、平成１７年のとおり推移し、宿泊者は▲１万９千
人減少し、日帰り客が４万４千人増加するものと仮定。

宿泊者数　▲１万９千人
日帰り客数　 ４万４万人増

観光関係　県予算額（平成１９年度）
（１）観光振興事業
（２）「泊まる奈良」推進事業

１億１，８６４万８千円

９５０万０千円

１億２，８１４万８千円

　　ケース　３

民間事業効果　県事業効果

観光客（宿泊者数）を２００３年で３３０万人を２０１０年に５００万人に増やすことを目指す「２１世紀の観光
戦略」に資する事業。

個人分直接税　▲３００万円

法人分直接税　▲４００万円

間　接　税　　　 ▲２００万円
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(単位：百万円)

×［県内自給率]

3 は県外へ

直接効果

×[県内自給率]

[産業連関表に投入] ×[平均消費性向]

第１次間接波及効果

×[県内自給率]

第２次間接波及効果 [産業連関表に投入]

=

=

雇用者所得誘発額 =

営業余剰誘発額 = (a)+(b)+(c)

ＧＤＰ誘発額

総合効果  （Ｂ）

波及効果倍率　＝ 1.45

(Ｗ)+(Ｙ)+(Ｚ)

(ア)+(イ)+(ウ)

(α)+(β)+(γ)

（Ｂ）／（Ａ）

▲ 526

▲ 307

▲ 154

▲ 74

▲ 54 ▲ 26▲ 14 ▲ 60

営業余剰誘発額(b) 雇用者所得誘発額(β)

▲ 76 ▲ 136

図１　　経済波及効果フロー

生産誘発額(第１次)（Ｙ）

▲ 93

 　　　　　　県内ＧＤＰ誘発額(第１次)（イ）

需要増加額

県内需要増加額(Ａ)

▲ 364

原材料誘発額(直接)
 県内ＧＤＰ誘発額(直接)（ア）

需要増加額
（第２次）

生産誘発額(第２次)（Ｚ）

▲ 69

▲ 49

 県内ＧＤＰ誘発額(第２次)（ウ）

営業余剰誘発額(c)

▲ 13

雇用者所得誘発額(γ)

▲ 18

県内需要増加額
(第２次)

▲ 96

雇用者所得誘発額
(直接＋第１次)

県内需要増加額
(第１次)

▲ 361

▲ 204▲ 160

雇用者所得誘発額（α）

生産誘発額（直接）（Ｗ）

▲ 110

営業余剰誘発額（a）

▲ 47

▲ 364

 

（税収への波及効果）                      （単位：百万円）          

個人分直接税 ▲3 法人分直接税  ▲4 間接税 ▲2 合 計   ▲9 
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 観光振興事業＋「泊まる奈良」推進事業 分析  

 

１ 分 析 方 法 

 

① 増加する観光客を宿泊客と日帰り客に分けて推計する。 

② 観光客について宿泊客と日帰り客のそれぞれの平均一人当たり消費額を推計す

る。（平均一人当たり消費宿泊客＝３０，１１５円、日帰り客＝３，６９１円） 

③ 増加する観光客×平均一人当たり消費額により、観光客全体の県内での消費額を 

 推計する。 

    県予算の執行と併せて「 終需要」を算出し、産業連関表で経済波及効果を試算

した。 

④ また、平成１７年の宿泊者と日帰り客の割合に基づいた推計と平成１７年の観光

客の実績における推計も行った。 

 

２ 分 析 結 果 

 

  平成１７年は観光客が前年に比べ、２万５千人増加したが、観光消費額の多い宿泊者

が１万９千人減少し、日帰り客が４万４千人の増加という状況だったため、実際には県

内総生産（ＧＤＰ）が３億７００万円前年よりも減少し、県税収も９００万円減少して

いたことが、数字の上から明らかになった。 

 

３ 課 題 

 

① 観光客が消費する「飲食費」に含まれる「食料品」の「県内自給率」は「０．１

９２７１０ 」と低く、大きな「経済波及効果」を生むことへの支障となっている。 

② 奈良県の宿泊観光客の消費額は、３０，１１５円と全国平均の宿泊客３７，９１ 

０円と比べても少なく、宿泊観光客の消費が増えるような魅力的な宿泊施設、観光 

拠点等の整備が必要と思われる。 

 なお、観光客の県内での消費は、ＧＤＰ統計上、「移輸出」（国での「輸出」、 

 いわゆる“外需”）にあたり、観光客誘致による「経済波及効果」は、「奈良県民 

の支出」を伴うことなく“奈良県外の人たちの支出”で達成されるので、ＧＤＰを

上げるには一番効率のよい「施策」と思われる。 

※ 観光客の消費額の出典は、奈 良 県 「奈良県観光動向実態調査」（平成１８年実施） 

全国平均 (社)日本観光協会調査（平成１６年実施） 
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ケース１

７億５，１００万円税収への波及効果予測

　

１．企業立地に向けた県の取組み

・１９年度予算 企業立地促進事業　５，７３０千円
　　　　　　　　　 企業立地強化事業　５，９００千円

 ３．県内経済への波及効果

総合効果 ６４０億４，８００万円（Ｂ) 波及効果（B/A） １．４７倍

県内総生産（GDP)誘発額 ２８１億６，９００万円

雇用者所得誘発額 １５６億５００万円

雇用誘発数 ３，２８１人

４．税収効果

（平成１７年度の県内総生産３兆７，７０７億円の０．７５％に相当する）

営業余剰誘発額 ５０億６００万円

●企業立地（ケース１）による経済波及効果●

今後４年間で１００社の立地を目指す（１年で２５社）

県内需要増加額　　４３６億６，９００万円

（需要増加額計４７５億６００万円のうち、３８億３，７００円は自給率の関係で県外流出）

直接効果（Ａ） ４３６億６，９００万円

波及効果 ２０３億７，９００万円

製造品出荷額については自給率の影響を受けないものとする

２．波及効果測定の前提条件

１年間で２５社が立地した場合の経済波及効果
【新規立地　２５件】

        1社あたり①資本金　　３，０００万円
　　　　　　　　　  ②従業員数　　　 ３０ 名
　　　　　　　　　　　　　　　　　の企業が２５社、新規立地した場合を想定。

経済波及効果

個人分直接税　３億２，６００万円

法人分直接税　２億８，１００万円

間　接　税　　 　１億４，４００万円

経済波及効果試算　 県事業効果
＋

民間事業効果
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企業立地の推進（ケース１）

(単位：百万円)

×［県内自給率]

3,837 は県外へ

直接効果

×[県内自給率]

[産業連関表に投入] ×[平均消費性向]

第１次間接波及効果

×[県内自給率]

第２次間接波及効果 [産業連関表に投入]

=

=

=

= (a)+(b)+(c)

ＧＤＰ誘発額

総合効果  （Ｂ）

波及効果倍率　＝ 1.47

(Ｗ)+(Ｙ)+(Ｚ)

(ア)+(イ)+(ウ)

(α)+(β)+(γ)雇用者所得誘発額

営業余剰誘発額

（Ｂ）／（Ａ）

64,048

28,169

15,605

5,006

6,926 3,9911,182 6,181

営業余剰誘発額(b) 雇用者所得誘発額(β)

10,143 13,630

図１　　経済波及効果フロー

生産誘発額(第１次)（Ｙ）

12,918

 　　　　　　県内ＧＤＰ誘発額(第１次)（イ）

需要増加額

県内需要増加額(Ａ)

43,669

原材料誘発額(直接)
 県内ＧＤＰ誘発額(直接)（ア）

需要増加額
（第２次）

生産誘発額(第２次)（Ｚ）

7,461

5,099

 県内ＧＤＰ誘発額(第２次)（ウ）

営業余剰誘発額(c)

1,544

雇用者所得誘発額(γ)

1,975

県内需要増加額
(第２次)

9,650

雇用者所得誘発額
(直接＋第１次)

県内需要増加額
(第１次)

47,506

16,14427,525

雇用者所得誘発額（α）

生産誘発額（直接）（Ｗ）

9,639

営業余剰誘発額（a）

2,280

43,669

 
 （税収への波及効果）                        （単位：百万円）          

個人分直接税 326 法人分直接税 281 間接税 144 合 計   751 
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ケース２

３億２００万円税収への波及効果予測

経済波及効果試算　

１．企業立地に向けた県の取組み

・１９年度予算 企業立地促進事業　５，７３０千円
　　　　　　　　　 企業立地強化事業　５，９００千円

 ３．県内経済への波及効果

総合効果 ２５９億２，８００万円（Ｂ) 波及効果（B/A） １．４６倍

県内総生産（GDP)誘発額 １１２億８，５００万円

雇用者所得誘発額 ６１億９，６００万円

雇用誘発数 １，２８３人

４．税収効果

（平成１７年度の県内総生産３兆７，７０７億円の０．２９９％に相当する）

営業余剰誘発額 ２０億４，３００万円

●企業立地の推進による波及効果●

県事業効果
＋

民間事業効果

今後４年間で１００社の立地を目指す（１年で２５社）

県内需要増加額　　１７７億２，２００万円　（Ａ）

（需要増加額計１８４億６,７００万円のうち、７億４，５００万円は自給率の関係で県外流出）

直接効果 １７７億２，２００万円

波及効果 ８２億６００万円

製造品出荷額については自給率の影響を受けないものとする

２．波及効果測定の前提条件

１年間で２５社が立地した場合の経済波及効果
　内　訳
【新規立地　３件】①資本金３，０００万円、②従業員数 ３０名 の企業が　３社
【規模拡張２２件】①資本金１，０００万円、②従業員数 ２０名 の企業が２２社

経済波及効果

個人分直接税　１億３，０００万円

法人分直接税　１億１，５００万円

間　接　税　　　　　　５，７００万円
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企業立地の推進（ケース２）

(単位：百万円)

×［県内自給率]

745 は県外へ

直接効果

×[県内自給率]

[産業連関表に投入] ×[平均消費性向]

第１次間接波及効果

×[県内自給率]

第２次間接波及効果 [産業連関表に投入]

=

=

=

=

18,467

6,44811,274

雇用者所得誘発額（α）

生産誘発額（直接）（Ｗ）

3,790

営業余剰誘発額（a）

952

17,722

県内需要増加額
(第２次)

3,833

雇用者所得誘発額
(直接＋第１次)

県内需要増加額
(第１次)

生産誘発額(第２次)（Ｚ）

2,960

2,020

 県内ＧＤＰ誘発額(第２次)（ウ）

営業余剰誘発額(c)

612

雇用者所得誘発額(γ)

782

図１　　経済波及効果フロー

生産誘発額(第１次)（Ｙ）

5,246

 　　　　　　県内ＧＤＰ誘発額(第１次)（イ）

需要増加額

県内需要増加額(Ａ)

17,722

原材料誘発額(直接)
 県内ＧＤＰ誘発額(直接)（ア）

需要増加額
（第２次）

2,817 1,624479 2,452

営業余剰誘発額(b) 雇用者所得誘発額(β)

4,123 5,414

（Ｂ）／（Ａ）

25,928

11,285

6,196

2,043 (a)+(b)+(c)

ＧＤＰ誘発額

総合効果  （Ｂ）

波及効果倍率　＝ 1.46

(Ｗ)+(Ｙ)+(Ｚ)

(ア)+(イ)+(ウ)

(α)+(β)+(γ)雇用者所得誘発額

営業余剰誘発額

 

（税収への波及効果）                        （単位：百万円）          

個人分直接税 130 法人分直接税 115 間接税  57 合 計   302 

                                    



 

25 

 

企
業

立
地

推
進

事
業

（
ケ

ー
ス

２
）
の

産
業

別
県

内
総

生
産

（
Ｇ

Ｄ
Ｐ

）
誘

発
額

0

1
,0

0
0

2
,0

0
0

3
,0

0
0

4
,0

0
0

5
,0

0
0

6
,0

0
0

7
,0

0
0 農

林
水

産
業

鉱
業

製
造

業

建
設 電

力
・ガ

ス
・水

道

商
業

金
融

・保
険

不
動

産

運
輸

通
信

・放
送

公
務

サ
ー

ビ
ス

分
類

不
明

産
　

　
業

額
（
百

万
円

）



 

26 

ケース３

１億４，６００万円税収への波及効果予測

経済波及効果試算　

１．企業立地に向けた県の取組み

・１９年度予算 企業立地促進事業　５，７３０千円
　　　　　　　　　 企業立地強化事業　５，９００千円

 ３．県内経済への波及効果

総合効果 １２２億６，４００万円（Ｂ) 波及効果（B/A） １．４７倍

県内総生産（GDP)誘発額 ５５億２，２００万円

雇用者所得誘発額 ３１億１，７００万円

雇用誘発数 ６７０人

４．税収効果

（平成１７年度の県内総生産３兆７，７０７億円の０．１４６％に相当する）

営業余剰誘発額 ９億３，３００万円

●企業立地の推進による波及効果●

県事業効果
＋

民間事業効果

今後４年間で１００社の立地を目指す（１年で２５社）

県内需要増加額　　８３億１，８００万円　（Ａ）
（需要増加額計９１億６，７００万円のうち、８億４，９００万円は自給率の関係で県外流出）

直接効果 ８３億１，８００万円

波及効果 ３９億４，６００万円

製造品出荷額については自給率の影響を受けないものとする

２．波及効果測定の前提条件

１年間で２５社が立地した場合の経済波及効果
　　内　訳
【新規立地　３件】①１社当たり資本金３，０００万円、②従業員数　２０名　の企業が　３社
【規模拡張２２件】①１社当たり資本金１，０００万円、②従業員数　１０名　の企業が２２社

経済波及効果

個人分直接税　６，５００万円

法人分直接税　５，２００万円

間　接　税　　　２，９００万円
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企業立地の推進（ケース３）

(単位：百万円)

×［県内自給率]

849 は県外へ

直接効果

×[県内自給率]

[産業連関表に投入] ×[平均消費性向]

第１次間接波及効果

×[県内自給率]

第２次間接波及効果 [産業連関表に投入]

=

=

=

=

9,167

3,1915,127

雇用者所得誘発額（α）

生産誘発額（直接）（Ｗ）

1,972

営業余剰誘発額（a）

401

8,318

県内需要増加額
(第２次)

1,930

雇用者所得誘発額
(直接＋第１次)

県内需要増加額
(第１次)

生産誘発額(第２次)（Ｚ）

1,491

1,017

 県内ＧＤＰ誘発額(第２次)（ウ）

営業余剰誘発額(c)

306

雇用者所得誘発額(γ)

391

図１　　経済波及効果フロー

生産誘発額(第１次)（Ｙ）

2,455

 　　　　　　県内ＧＤＰ誘発額(第１次)（イ）

需要増加額

県内需要増加額(Ａ)

8,318

原材料誘発額(直接)
 県内ＧＤＰ誘発額(直接)（ア）

需要増加額
（第２次）

1,314 754226 1,235

営業余剰誘発額(b) 雇用者所得誘発額(β)

1,925 2,726

（Ｂ）／（Ａ）

12,264

5,522

3,117

933 (a)+(b)+(c)

ＧＤＰ誘発額

総合効果  （Ｂ）

波及効果倍率　＝ 1.47

(Ｗ)+(Ｙ)+(Ｚ)

(ア)+(イ)+(ウ)

(α)+(β)+(γ)雇用者所得誘発額

営業余剰誘発額

 
 （税収への波及効果）                        （単位：百万円）         

個人分直接税  65 法人分直接税   52 間接税  29 合 計   146 
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 企業立地の推進 分析  

 

１ 分 析 方 法 

 

 企業立地による経済波及効果を分析するにあたっては、製造業を営む企業が１年間に２

５社立地することを想定のうえ、３つのケースを設定し、それぞれ、①工場立地にかかる

設備投資による効果、②立地後の生産による効果に区分のうえ試算を行った。 

 

【ケース１】新規立地２５件（工業団地内への立地など比較的規模の大きな立地を想定） 

 ◎ 新規立地〔資本金 3,000 万円・従業員数 30 名の企業を想定〕 

１社当たり①設備投資５億円（建物 2 億 6,000 万円、工作機械 2 億 4,000 万円） 

         ②製造品出荷額 年間１４億円 

 

【ケース２】新規立地３件、規模拡張２２件 

 ◎ 新規立地〔資本金 3,000 万円・従業員数 30 名の企業を想定〕 

１社当たり①設備投資５億円（建物２億 6,000 万円、工作機械２億 4,000 万円） 

         ②製造品出荷額 年間１４億円 

   ◎ 規模拡張〔資本金 1,000 万円・従業員数 20 名の企業を想定〕 

1 社あたり①設備投資８，０００万円（建物 6,000 万円、工作機械 2,000 万円） 

             ②製造品出荷額 年間 ５億円 

 

【ケース３】新規立地３件、規模拡張２２件（ケース２より小規模な企業を想定） 

 ◎ 新規立地〔資本金 3,000 万円・従業員数 20 名の企業を想定〕 

１社あたり①設備投資５億円（建物２億 6,000 万円、工作機械２億 4,000 万円） 

 ②製造品出荷額 年間  ５億円 

   ◎ 規模拡張〔資本金 1,000 万円・従業員数 10 名の企業を想定〕 

１社あたり①設備投資８，０００万円（建物 6,000 万円、工作機械 2,000 万円） 

 ②製造品出荷額 年間 ２億円 

  

また、上記民間事業効果に加え、規模は小さいが、県事業効果として県予算の執行によ

る経済波及効果と併せて分析している。 

 

２ 分 析 結 果 

 

 全般的に非常に大きな波及効果が見られる。立地時の設備投資と立地後の生産が軌道に

のることにより県内需要が大きく伸ばされ、県内総生産、雇用者所得や営業余剰も大きく



 

30 

誘発されている。 

 

特に、需要増加額については、立地後の生産（＝製造品の出荷）が軌道に乗ることで県

内に大きな需要を発生させることがわかった。一般に、製造品出荷にかかる需要は県内

自給率の影響を受けず県外への需要の流出が起きないとされているため、生産の増は

そのまま県内需要の伸びにつながっているものとして分析していることから、大きな

効果を生んでいるものと考えられる。 

 

各ケースに共通して、生産による県内需要の伸びは設備投資によるそれを上回って

いるが、ケース別に需要額の内訳を考察したところ、製造品出荷による需要増加額は、

設備投資による需要増加額に比べ、小規模なケース３でも１．８倍、ケース１では２．

８倍の値を示しており、立地の規模によって需要額を押し上げる幅にも差が見られ

る。 

 

 一方、県内総生産への誘発額については、産業別の額をみると、今回は製造業の立

地であるため、製造業への波及が も多く、ケース１では１４０億円を超える効果が

見られ、建設、商業、不動産、サービスといった分野にも２０～４０億円規模で波及

しており大きな効果を生んでいる。 

 

 これまで述べたように、企業立地の推進により大きな経済波及効果が期待される。

さらに、企業立地による波及効果は、景気動向に左右されるとはいえ、当該企業が撤

退しない限り一定の効果が生み出され続けると考えられるため、その都度、予算を執

行し工事を発注することにより波及効果が得られる公共事業と比べると、県内経済発

展のための取組みとして非常に効果的と考えられる。 

  

３ 課 題 

 

  企業立地による経済波及効果を分析するには、 

 

① 設備投資の内容や規模に関するデータ 

② 設備投資後の操業による製品の出荷（生産）等のデータ 

 

が必要になるが、これらのデータを入手するのは困難であり、入手できたとしても特定

の企業のもののみでは、設備投資や製品の内容が業種ごとに多岐にわたっている現状と比

較した場合、現状を的確に表したデータとは言えない。 
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今回の分析では、業種、規模、投資額を一定の条件として設定しているが、上記のよう

な技術的な問題点があることに留意する必要がある。そのため、投資規模の異なるケース

も想定のうえ、複数の分析を行うこととし、 終的な効果に大きな幅があることも確認し

ている。 

 

 

※ 今回の分析対象となる企業は製造業に限定しているため、商業施設やホテルなどは

考慮されていない。今後の県の経済発展のための施策を考えるにあたり、さまざま

な分野における企業進出の波及効果について検討することも、今後必要かと思われ

る。 
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１，８００万円税収への波及効果予測

経済波及効果試算　

１．事業内容・目的と県の取組み

・１９年度予算 　６，２６７千円

 ３．県内経済への波及効果

総合効果 １１億２，８００万円（Ｂ) 波及効果（B/A） １．４８倍

県内総生産（GDP)誘発額 ６億３，８００万円

雇用者所得誘発額 ３億２，７００万円

雇用誘発数 １４９人

４．税収効果

（平成１７年度の県内総生産３兆７，７０７億円の０．０１７％に相当する）

営業余剰誘発額 １億４，６００万円

●「もてなしの心」推進事業による波及効果●

県事業効果
＋

民間事業効果

同事業を県再来訪宿泊客および日帰り客増に向け
た取組みと位置づける
　→再来訪したくない方を2010年までに解消

県内需要増加額　　７億６，１００万円（Ａ）

（需要増加額計９億６，５００万円のうち、２億４００万円は自給率の関係で県外流出）

直接効果 ７億６，1００万円

波及効果 ３億６，７００万円

観光客増による経
済波及効果と同じ
手法を採用

２．波及効果測定の前提条件

・再来訪非希望宿泊客の解消
　　宿泊観光客0.425％アップ…17年実態調査に基づき14,000人アップ
・再来訪非希望日帰り客の解消
　　日帰り観光客0.475％アップ…同じく148,000人アップと仮定

経済波及効果

個人分直接税　７００万円

法人分直接税　８００万円

直　接　税　　 　３００万円
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「もてなしの心」推進事業

(単位：百万円)

×［県内自給率]

204 は県外へ

直接効果

×[県内自給率]

[産業連関表に投入] ×[平均消費性向]

第１次間接波及効果

×[県内自給率]

第２次間接波及効果 [産業連関表に投入]

=

=

=

= (a)+(b)+(c)

ＧＤＰ誘発額

総合効果  （Ｂ）

波及効果倍率　＝ 1.48

(Ｗ)+(Ｙ)+(Ｚ)

(ア)+(イ)+(ウ)

(α)+(β)+(γ)雇用者所得誘発額

営業余剰誘発額

（Ｂ）／（Ａ）

1,128

638

327

146

120 5729 131

営業余剰誘発額(b) 雇用者所得誘発額(β)

164 286

図１　　経済波及効果フロー

生産誘発額(第１次)（Ｙ）

210

 　　　　　　県内ＧＤＰ誘発額(第１次)（イ）

需要増加額

県内需要増加額(Ａ)

761

原材料誘発額(直接)
 県内ＧＤＰ誘発額(直接)（ア）

需要増加額
（第２次）

生産誘発額(第２次)（Ｚ）

157

107

 県内ＧＤＰ誘発額(第２次)（ウ）

営業余剰誘発額(c)

31

雇用者所得誘発額(γ)

41

県内需要増加額
(第２次)

202

雇用者所得誘発額
(直接＋第１次)

県内需要増加額
(第１次)

965

411350

雇用者所得誘発額（α）

生産誘発額（直接）（Ｗ）

229

営業余剰誘発額（a）

86

761

        

 （税収への波及効果）                        （単位：百万円）         

個人分直接税  7 法人分直接税   8 間接税  3 合 計   18 
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 「もてなしの心」推進事業 分析  

 

１ 分 析 方 法 

 

 「もてなしの心」推進による事業効果は観光分野に波及されると想定のうえ、今回の経

済波及効果の分析にあたっては、再来訪観光客（いわゆるリピーター）確保に向けた取組

みとして位置づけている。 

 具体的には、観光動向実態調査における「県に再来訪したくない」観光客を 2010 年まで

に解消するための取組みとして、観光客増による経済波及効果と同様の分析手法によるこ

ととした。 

 【前提条件】宿泊観光客…年間 14,000 人増／日帰り観光客…年間 148,000 人増 

 

 以下、分析手法は観光振興事業と同様である。 

①宿泊観光客、日帰り観光客の平均１人あたり県内消費額を推計 

②増加する観光客全体の県内消費額を推計 

③県予算執行による県内需要増と併せ、観光客の消費による県内需要額を推計 

 

２ 分 析 結 果 

 

 各事業と同様、県内自給率が低いことにより波及効果が失われている点が顕著であった。 

 

３ 課 題 

 

 一般に、広く県民に啓発するタイプの事業は産業連関表による経済波及効果の対象にな

りにくい。今回は観光客増加に向けた取組みと位置付け分析を行った。このように事業の

目的、効果を多面的に分析するアプローチは、啓発を目的とする事業の見直し、改善に向

けたユニーク手法といえる反面、他の同種の事業にどこまで応用できるかが今後の検討課

題となろう。 
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県事業効果
＋

民間事業効果

４００万円税収への波及効果予測

経済波及効果試算

２．波及効果測定の前提条件

総合効果 ２億８，２００万円（Ｂ) 波及効果（Ｂ/A） １．５２倍

県内総生産（GDP)誘発額 １億５，０００万円

雇用者所得誘発額 ８，８００万円

雇用誘発数 ２１人

４．税収効果

（平成１７年度の県内総生産３兆７，７０７億円の０．００４％に相当する）

営業余剰誘発額 ２，０００万円

●　山間地域ケーブルテレビ敷設整備事業に伴う波及効果　●

①宇陀市の一部（榛原区・大宇陀区）におけるケーブルテレビ整備の総事業費

１．事業の内容と目的
山間地域におけるテレビ難視聴地域の解消、地上デジタル放送への円滑な移行、ブロードバンドインター
ネット環境の整備を図ることを目的に、山間の１７市町村に対しケーブルテレビ施設の整備に要する経費の
一部を補助する。

直接効果 １億８，６００万円（A）

波及効果 ９，６００万円

１２億７，４００万円

②ケーブルテレビ敷設による民間需要

・ケーブルテレビ加入料、宅内引込工事料等 ５億２，１００万円

・デジタル波対応テレビ、PC等の購入費等 ６億３，８００万円

※これらの総額による経済波及効果を、総事業費に対する県の負担分である１／８で除す。

３．県内経済への波及効果

県内需要増加額 １億８，６００万円

（需要増加額計　３億４００万円のうち１億１，８００万円は自給率の関係で県外流
出）

平成１９年度に宇陀市の一部（榛原区・大宇陀区）にケーブルテレビ網を敷設したことによる効果を測定

経済波及効果

個人分直接税　２００万円

法人分直接税　１００万円

間　接　税　　　 １００万円
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(単位：百万円)

×［県内自給率]

118 は県外へ

直接効果

×[県内自給率]

[産業連関表に投入] ×[平均消費性向]

第１次間接波及効果

×[県内自給率]

第２次間接波及効果 [産業連関表に投入]

=

=

=

=

波及効果倍率　＝ 1.52

(Ｗ)+(Ｙ)+(Ｚ)

(ア)+(イ)+(ウ)

(α)+(β)+(γ)雇用者所得誘発額

営業余剰誘発額

76

（Ｂ）／（Ａ）

282

150

88

20 (a)+(b)+(c)

ＧＤＰ誘発額

総合効果  （Ｂ）

30 165 35

図１　　経済波及効果フロー

生産誘発額(第１次)（Ｙ）

54

 　　　　　　県内ＧＤＰ誘発額(第１次)（イ）

需要増加額

県内需要増加額(Ａ)

186

原材料誘発額(直接)
 県内ＧＤＰ誘発額(直接)（ア）

需要増加額
（第２次）

生産誘発額(第２次)（Ｚ）

42

29

 県内ＧＤＰ誘発額(第２次)（ウ）

営業余剰誘発額(c)

9

雇用者所得誘発額(γ)

12

186

県内需要増加額
(第２次)

55

雇用者所得誘発額
(直接＋第１次)

県内需要増加額
(第１次)

営業余剰誘発額(b) 雇用者所得誘発額(β)

42

山間地域ケーブルテレビ敷設整備
事業

304

9195

雇用者所得誘発額（α）

生産誘発額（直接）（Ｗ）

60

営業余剰誘発額（a）

6

 
（税収への波及効果）                        （単位：百万円）          

個人分直接税  2 法人分直接税   1 間接税  1 合 計   4 
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 山間地域ケーブルテレビ敷設整備事業 分析  

 
１. 分 析 方 法 
 
 平成 19 年度に、宇陀市の一部地域にケーブルテレビ網を敷設することによる波及効果を

試算した。 
①平成 19 年度事業について 

  ・整備対象地域：宇陀市の一部（榛原区、大宇陀区） 
・対象世帯数：9,548 世帯(H.19.4.1 現在：住民基本台帳による) 
・総事業費：12 億 7,397 万円（うち県補助金：１／８ 1 億 5,925 万円） 

②民間事業の需要として以下のものを想定（平成 19 年度に限っての需要） 
  ※対象世帯のうち９割（8,593 世帯）がケーブルテレビに加入すると想定 

a.宅内引き込み工事費、共聴設備撤去費 
   b.ケーブルテレビ加入契約料 
   c.地上デジタル波対応テレビ購入費 
   （ケーブルテレビの「デジタルプラン加入者(過去の加入実績をもとに算出)」が本年

度中に購入すると想定） 
   d.パソコン購入費 
   e.プリンタ購入費 
   （「インターネットプラン加入者（過去の加入実績をもとに算出）」はパソコンとプ

リンタをセットで購入すると想定） 
 ③総事業費＋民間事業の需要を投入することで得られた経済波及効果及び税収効果を、

県補助分に割り戻した 
 
２．分 析 結 果 
 
（１）ケーブルテレビの敷設は建設部門に需要が多く発生する事業のため、経済波及効果

は 1.52 倍と民間事業効果も含め算定した事業の中でも高い数字となっている。 
（２）民間事業者単独では進出が期待できない山間地域に、第３セクターの「こまどりケ 

ーブル」によるケーブルテレビ敷設事業を進めているので公共事業に近い性質を持つ。 
 

３．課 題 
デジタルディバイド解消を目的とした事業であるため、経済的側面のみでは計れない事

業効果があり、その効果は快適な住民生活を提供する上で無視できないものである。 
※ 産業別県内総生産（ＧＤＰ）誘発額のグラフは、事業自体の経済波及効果を見極め

るため、県の補助金だけではなく事業全体での誘発額のグラフを作成している。 
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１，７００万円税収への波及効果予測

経済波及効果試算　

１．事業目的：県立病院の運営基盤の強化

 ３．経済波及効果

総合効果 ８億５,５００万円（Ｂ) 波及効果（B/A） １．４２倍

県内総生産（GDP)誘発額 ５億７,０００万円

雇用者所得誘発額 ２億４,４００万円

雇用誘発数 ７４人

４．税収効果

（平成１７年度の県内総生産３兆７，７０７億円の０．０１５％に相当する）

営業余剰誘発額 １億５,７００万円

●県立病院事業に伴う波及効果●

県事業効果

病院事業の経営健全化及び看護師養成のための経費として、
一般会計から補助する。

県内需要増加額（Ａ）　　６億４００万円

直接効果 ６億４００万円

波及効果 ２億５,１００万円

２．波及効果測定の前提条件

県が病院事業費特別会計に係る運営経費の一部を一般会計から補助
することによる経済波及効果を算定した。
【前提】算定方法：病院事業費特別会計の収益的支出（２０,８９８）のうち、３２
部門に分類できない減価償却費、資産減耗費等を除いた額（１６,９８１）を事業
費とする。産業連関表から導き出された誘発額に事業費に占める県補助金の
割合（８．３％＝１,４０９／１６,９８１）を乗じることにより県補助金による誘発額
を算出する。
　

・１９年度予算
      病院事業費特別会計補助事業
　　　　　　　１４億９００万円

経済波及効果

個人分直接税　５００万円

法人税直接税　９００万円

間　接　税　　　３００万円
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県立病院事業

(単位：百万円)

×［県内自給率]

805 は県外へ

直接効果

×[県内自給率]

[産業連関表に投入] ×[平均消費性向]

第１次間接波及効果

×[県内自給率]

第２次間接波及効果 [産業連関表に投入]

=

=

=

=

営業余剰誘発額（a）

115

雇用者所得誘発額

営業余剰誘発額

96

(a)+(b)+(c)

ＧＤＰ誘発額

（Ｂ）／（Ａ）

855

570

244

157

波及効果倍率　＝ 1.42

(Ｗ)+(Ｙ)+(Ｚ)

(ア)+(イ)+(ウ)

(α)+(β)+(γ)

106 213

雇用者所得誘発額
(直接＋第１次)

県内需要増加額
(第１次)

県内需要増加額
(第２次)

151

営業余剰誘発額(b) 雇用者所得誘発額(β)

図１　　経済波及効果フロー

生産誘発額(第１次)（Ｙ）

135

 　　　　　　県内ＧＤＰ誘発額(第１次)（イ）

県内需要増加額(Ａ)

604

原材料誘発額(直接)
 県内ＧＤＰ誘発額(直接)（ア）

需要増加額
（第２次）

79

 県内ＧＤＰ誘発額(第２次)（ウ）

営業余剰誘発額(c)

24

雇用者所得誘発額(γ)

31

116

総合効果  （Ｂ）
生産誘発額(第２次)（Ｚ）

80 4018

※病院の雇用者所得額は、人件費×平均消費性向で計算

需要増加額

1,409

411193

雇用者所得誘発額（α）

生産誘発額（直接）（Ｗ）

173

604

 
（税収への波及効果）                        （単位：百万円）          

個人分直接税  5 法人分直接税   9 間接税  3 合 計   17 
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 県立病院事業 分析  

 

１．分 析 方 法 

 

 病院事業費特別会計の収益的支出（２０８億９，８００万円）のうち、産業連関表の３

２部門に分類できない減価償却費、資産減耗費等を除いた額（２００億７，６００万円）

を事業費とした。このうち、人件費は１０５億９，８００万円と半分以上を占めるが、こ

れも３２部門には分類できないため、他府県の事例を参考に次のとおり算定した。 

 人件費に平均消費性向を乗じた額に３２部門に分類できた額（９４億７，８００万円）

を加算した額（１６９億８，１００万円）を需要増加額とする。 

 

  人件費   １０５億９，８００万円 × 平均消費性向０．７０８＝７５億３００万円 ① 

  人件費以外  ９４億７，８００万円 ② 

 

（需要増加額）＝７５億３００万円 ① ＋９４億７，８００万円 ② 

                       ＝ １６９億８，１００万円 

 

 さらに産業連関表から導き出された誘発額に需要増加額に占める県補助金の割合（１４

億９００万円／１６９億８，１００万円＝８．３％）を乗じることにより県補助金による 

誘発額を算出する。 

 

２．分 析 結 果 

 

  波及効果は、１．４２倍と公共事業に較べやや低く算定された。これは、人件費が半分

以上を占めることと医薬品の購入により自給率の低い商業の割合が高くなっているためで

ある。 

 

３．課 題 

 

医療・福祉については、高度先進医療や救急医療、地域医療のように、経済的な効果と

は別に県として実施しなければならない事業があり、波及効果測定には馴染みにくい要素

もある。 

 しかし、病院事業にあっても、経営改善は重要な課題として取り組まれており、その一

環として、波及効果分析を活用することには有益性がある。 

 ※ 産業別県内総生産（ＧＤＰ）誘発額のグラフは、病院自体の経済波及効果を見極め

るため、県の補助金だけではなく病院事業全体での誘発額のグラフを作成している。 
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１，１００万円税収への波及効果予測

経済波及効果試算　

１．事業予算額（平成１９年度）

２．県予算執行による県内経済への波及効果

総合効果 ８億７，２００万円（Ｂ) 波及効果（B/A） １．５３倍

県内総生産（GDP)誘発額 ４億５，３００万円

雇用者所得誘発額 ２億８，３００万円

雇用誘発数 ６５人

３．税収効果

（平成１７年度の県内総生産３兆７，７０７億円の０．０１２％に相当する）

営業余剰誘発額 ５，４００万円

●農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業（農林部耕地課）●
に伴う波及効果

・県予算　６億３，７３５万円

県事業効果

＜事業の内容と目的＞
　農業生産の近代化及び農作物の流通の合理化を図り、併せて農村環境の改善を図るため、農林漁業
用揮発油税の財源で農道の新設等を行う。

県内需要増加額　　５億６，９００万円（Ａ）

（需要増加額計５億７，４００万円のうち、５００万円は自給率の関係で県外流出）

直接効果 ５億６，９００万円

波及効果 ３億３００万円

ただし、県予算のうち、工事請負費と委託
料（設計委託等）を対象

経済波及効果

個人分直接税　６００万円

法人分直接税　３００万円

間　接　税　　　２００万円
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(単位：百万円)

×［県内自給率]

5 は県外へ

直接効果

×[県内自給率]

[産業連関表に投入] ×[平均消費性向]

第１次間接波及効果

×[県内自給率]

第２次間接波及効果 [産業連関表に投入]

=

=

=

=

波及効果倍率　＝ 1.53

(Ｗ)+(Ｙ)+(Ｚ)

(ア)+(イ)+(ウ)

(α)+(β)+(γ)雇用者所得誘発額

営業余剰誘発額

246

（Ｂ）／（Ａ）

872

453

283

54 (a)+(b)+(c)

ＧＤＰ誘発額

総合効果  （Ｂ）

88 4716 112

図１　　経済波及効果フロー

生産誘発額(第１次)（Ｙ）

167

 　　　　　　県内ＧＤＰ誘発額(第１次)（イ）

需要増加額

県内需要増加額(Ａ)

569

原材料誘発額(直接)
 県内ＧＤＰ誘発額(直接)（ア）

需要増加額
（第２次）

生産誘発額(第２次)（Ｚ）

136

92

 県内ＧＤＰ誘発額(第２次)（ウ）

営業余剰誘発額(c)

28

雇用者所得誘発額(γ)

37

569

県内需要増加額
(第２次)

174

雇用者所得誘発額
(直接＋第１次)

県内需要増加額
(第１次)

営業余剰誘発額(b) 雇用者所得誘発額(β)

128

農林漁業用揮発油税財源身替農道
整備事業（耕地課）

574

273296

雇用者所得誘発額（α）

生産誘発額（直接）（Ｗ）

199

営業余剰誘発額（a）

10

 
 （税収への波及効果）                        （単位：百万円）          

個人分直接税  6 法人分直接税   3 間接税  2 合 計   11 
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 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 分析  

 

１．分 析 方 法 

 

  産業連関表に事業費を投入し、県の予算執行自体にどのような経済波及効果があるかを

試算した。 

 公共事業の波及効果と言われている農道が建設されたために「その農道の利用者の利便

性が向上し、農業産出額が増加した」等の便益までは考慮していない。 

  

２．分 析 結 果 

 

 これらの公共事業は予算規模の差こそあれ、予算執行の大半が建設分野の需要を生み出

す典型的な事業である。建設分野では需要がそのまま県内の需要となるため、一般に波及

効果倍率も高くなり、この事業の場合も１．５倍を上回っている。 

 

３．課 題 

 

 ここでいう経済波及効果はあくまで建設そのものにかかるものであり、例えば農道が整

備されることによる農地利用の利便性増加といった要素を考慮するには、前提となる要素

が過大推計とならないように、適切に貨幣価値に置き換えて産業連関表に投入する必要が

ある。 
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５億３，９００万円税収への波及効果予測

経済波及効果試算　

１．事業予算額（平成１９年度）

２．県予算執行による県内経済への波及効果

総合効果 ４１２億４，３００万円（Ｂ) 波及効果（B/A） １．５３倍

県内総生産（GDP)誘発額 ２１５億８，８００万円

雇用者所得誘発額 １３３億８，９００万円

雇用誘発数 ３，１６６人

３．税収効果

（平成１７年度の県内総生産３兆７，７０７億円の０．５７３％に相当する）

営業余剰誘発額 ２６億５，４００万円

●道路整備事業（土木部）に伴う波及効果●

・県予算　３６９億６，４００万円

県事業効果

＜事業の内容と目的＞
　幹線道路網の整備と市街地の総合的な渋滞対策

県内需要増加額　　２６９億９，３００万円（Ａ）

（需要増加額計２９３億８，９００万円のうち、２３億９，６００万円は自給率の関係で県外流出）

直接効果 ２６９億９，３００万円

波及効果 １４２億５，０００万円

　ただし、県予算のうち、工事請負費、原材料費と委託
料（設計委託等）を対象

経済波及効果

個人分直接税　２億８，０００万円

法人分直接税　１億４，９００万円

間　接　税　　　１億１，０００万円
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道路整備事業

(単位：百万円)

×［県内自給率]

2,396 は県外へ

直接効果

×[県内自給率]

[産業連関表に投入] ×[平均消費性向]

第１次間接波及効果

×[県内自給率]

第２次間接波及効果 [産業連関表に投入]

=

=

=

=

29,389

13,06413,929

雇用者所得誘発額（α）

生産誘発額（直接）（Ｗ）

9,400

営業余剰誘発額（a）

573

26,993

県内需要増加額
(第２次)

8,279

雇用者所得誘発額
(直接＋第１次)

県内需要増加額
(第１次)

生産誘発額(第２次)（Ｚ）

6,398

4,374

 県内ＧＤＰ誘発額(第２次)（ウ）

営業余剰誘発額(c)

1,326

雇用者所得誘発額(γ)

1,695

図１　　経済波及効果フロー

生産誘発額(第１次)（Ｙ）

7,852

 　　　　　　県内ＧＤＰ誘発額(第１次)（イ）

需要増加額

県内需要増加額(Ａ)

26,993

原材料誘発額(直接)
 県内ＧＤＰ誘発額(直接)（ア）

需要増加額
（第２次）

4,150 2,294755 5,300

営業余剰誘発額(b) 雇用者所得誘発額(β)

6,055 11,694

（Ｂ）／（Ａ）

41,243

21,588

13,389

2,654 (a)+(b)+(c)

ＧＤＰ誘発額

総合効果  （Ｂ）

波及効果倍率　＝ 1.53

(Ｗ)+(Ｙ)+(Ｚ)

(ア)+(イ)+(ウ)

(α)+(β)+(γ)雇用者所得誘発額

営業余剰誘発額

 
（税収への波及効果）                        （単位：百万円）          

個人分直接税 280 法人分直接税 149 間接税 110 合 計  539 
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 道路整備事業 分析  

 

１．分 析 方 法 

 

  産業連関表に事業費を投入し、県の予算自体にどのような経済波及効果があるかを試算

した。 

 公共事業の波及効果と言われている道路が建設されたために、「その道路の利用者の利

便性が増した。」「道路沿いに商業施設が新しく建設される。」等の便益までは考慮して

いない。 

  

２．分 析 結 果 

 

 これらの公共事業は予算規模の差こそあれ、予算執行の大半が建設分野の需要を生み出

す典型的な事業である。建設分野では需要がそのまま県内の需要となるため、一般に波及

効果倍率も高くなり、この事業の場合も１．５倍を上回っている。 

 

３．課 題 

 

 ここでいう経済波及効果はあくまで建設そのものにかかるものであり、例えば道路が整

備されることによる円滑な道路交通の確保、渋滞の減少、沿道利用などの土地利用の利便

性増加といった要素を考慮するには、前提となる要素を過大推計とならないように、適切

に貨幣価値に置き換えて産業連関表に投入する必要がある。 
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県事業効果

１，８００万円

●　高等学校再編整理事業執行に伴う波及効果　●

税収への波及効果予測

（予算のうち約１，５００万円は、県内自給率の関係で県外流出）

経済波及効果試算

２．高等学校再編整理事業（教育委員会事務局）予算額（平成１９年度）

（１）単独高等学校再編整理事業
（２）補助高等学校再編整理事業

３．県予算が執行されることによる県内経済への波及効果

県内需要増加額 ８億９，７００万円 ・・・・・・ （Ａ）

※産業連関表（2000年表）による分析結果

直接効果 ８億９，７００万円 波及効果 ４億７，０００万円＋

総合効果 １３億６，７００万円（Ｂ) 波及効果（Ｂ/Ａ） １．５２倍

県内総生産（GDP)誘発額 ７億９００万円

雇用者所得誘発額 ４億４，０００万円

雇用誘発数 １０３人

４．税収効果

（平成１７年度の県内総生産３兆７，７０７億円の０．０１９％に相当する）

営業余剰誘発額 ８，５００万円

２億９，３０４万９千円

　６億１，８９１万２千円

９億１，１９６万１千円

※県予算による発生する経済波及効果のみ計算

経済波及効果

１．事業の内容と目的

　「県立高校再編事業」及び「県立高校再編年次計画」に基づき県立高校が「特色ある」また「魅
力ある」学校として運営できるよう必要な施設整備を行う。

個人分直接税　　９００万円

法人分直接税　　５００万円

間　接　税　　　４００万円
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高等学校再編整理事業

(単位：百万円)

×［県内自給率]

15 は県外へ

直接効果

×[県内自給率]

[産業連関表に投入] ×[平均消費性向]

第１次間接波及効果

×[県内自給率]

第２次間接波及効果 [産業連関表に投入]

=

=

=

=

（Ｂ）／（Ａ）

営業余剰誘発額 85 (a)+(b)+(c)

波及効果倍率　＝ 1.52

雇用者所得誘発額 440 (α)+(β)+(γ)

173

1,367 (Ｗ)+(Ｙ)+(Ｚ)

ＧＤＰ誘発額 709 (ア)+(イ)+(ウ)

原材料誘発額(直接)
 県内ＧＤＰ誘発額(直接)（ア）

需要増加額
（第２次）

274

17

雇用者所得誘発額（α）

25 73

生産誘発額(第２次)（Ｚ）

図１　　経済波及効果フロー

生産誘発額(第１次)（Ｙ）

264

 　　　　　　県内ＧＤＰ誘発額(第１次)（イ）

需要増加額

県内需要増加額(Ａ)

897

206

141

 県内ＧＤＰ誘発額(第２次)（ウ）

43 53

営業余剰誘発額(c) 雇用者所得誘発額(γ)

138

総合効果  （Ｂ）

912

430467

生産誘発額（直接）（Ｗ） 897

県内需要増加額
(第２次)

314

営業余剰誘発額（a）

雇用者所得誘発額
(直接＋第１次)

県内需要増加額
(第１次)

営業余剰誘発額(b) 雇用者所得誘発額(β)

202 387

        

（税収への波及効果）                        （単位：百万円）          

個人分直接税  9 法人分直接税   5 間接税  4 合 計  18 
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 高等学校再編整理事業 分析  

 

１ 分 析 方 法 

 

  高等学校再編整理事業については、民間事業効果は考慮できなかったので、県の予算 

執行のみの経済波及効果（県事業効果）を試算した。 

 

２ 分 析 結 果 

 

今回は、「高等学校再編事業」の経済波及効果を試算したが、「県事業効果」の試算

だけで、典型的な公共事業実施の効果を試算したにすぎなかった。 

 

高等学校再編整備事業の「経済波及効果」は、 

     事 業 費      ９億１，１９６万円 

    県内需要増加額       ８億９，７００万円 

    経済波及効果    １３億６，７００万円 

波及倍率        １．５２倍 

 

３ 課 題 

  

 高等学校が再編されることによる「民間事業効果」として、 

    ・教職員の減少等が奈良県経済に与える影響。 

    ・少ないと思われるが、高等学校が再編されることによる高等学校の周辺に与え

る経済効果（「負」の波及効果）も算出してみる必要があると思われる。 
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資本的支出とは？
その効果が次年度以降に及ぶ
もの、つまり、住民に対する
サービスの提供を維持すると共
に、将来の利用度の増加に対
処して、経営規模の拡大を図る
ために要する諸施設の整備、拡
充等の建設改良費や、現有施
設に要した企業債の元金償還
金等が計上される｡

７，２００万円税収への波及効果予測

経済波及効果試算　

１．事業目的：水道用水の安定供給体制の確立 ・１９年度予算（資本的支出(注)に係るもの）
①拡張事業等　　　　　　　　２２億　２００万円
②既設施設更新改良事業　１４億３,６００万円
③送水管路移設事業　　　　　　　９,０００万円
④業務施設整備費　　 　　　　　  ２,２００万円
　　　　　　　　　       合計　３７億５,０００万円

 ３．経済波及効果

総合効果 ５６億２００万円（Ｂ) 波及効果（B/A） １．５３倍

県内総生産（GDP)誘発額 ２９億１,６００万円

雇用者所得誘発額 １８億２,２００万円

雇用誘発数 ４２４人

４．税収効果

（平成１７年度の県内総生産３兆７，７０７億円の０．０７７％に相当する）

営業余剰誘発額 ３億４,４００万円

●水道局の事業執行に伴う波及効果●

県事業効果

① 県営水道施設の拡張・高度浄水施設の整備
② 県営水道既存施設の計画的な更新等

県内需要増加額（Ａ）　　３６億６,１００万円

（需要増加額計３７億５,０００万円のうち８,９００万円は自給率の関係で県外流出）

直接効果 ３６億６,１００万円

波及効果 １９億４,１００万円

２．波及効果測定の前提条件

水道局が資本的支出に係る予算を執行することによる経済波及効果
【前提】上記の①～④の事業を実施したことによる経済波及効果を算定した。
　　　　 民間への経済波及効果は、考慮していない。

経済波及効果

個人分直接税　３，８００万円

法人分直接税　１，９００万円

間　　接　　税　１，５００万円

 



 

57 

水道局（拡張事業等外）

(単位：百万円)

×［県内自給率]

89 は県外へ

直接効果

×[県内自給率]

[産業連関表に投入] ×[平均消費性向]

第１次間接波及効果

×[県内自給率]

第２次間接波及効果 [産業連関表に投入]

=

=

=

=

3,750

1,7571,904

雇用者所得誘発額（α）

生産誘発額（直接）（Ｗ）

1,278

営業余剰誘発額（a）

69

3,661

県内需要増加額
(第２次)

1,128

雇用者所得誘発額
(直接＋第１次)

県内需要増加額
(第１次)

生産誘発額(第２次)（Ｚ）

869

592

 県内ＧＤＰ誘発額(第２次)（ウ）

営業余剰誘発額(c)

177

雇用者所得誘発額(γ)

229

図１　　経済波及効果フロー

生産誘発額(第１次)（Ｙ）

1,072

 　　　　　　県内ＧＤＰ誘発額(第１次)（イ）

需要増加額

県内需要増加額(Ａ)

3,661

原材料誘発額(直接)
 県内ＧＤＰ誘発額(直接)（ア）

需要増加額
（第２次）

567 31598 722

営業余剰誘発額(b) 雇用者所得誘発額(β)

826 1,593

（Ｂ）／（Ａ）

5,602

2,916

1,822

344 (a)+(b)+(c)

ＧＤＰ誘発額

総合効果  （Ｂ）

波及効果倍率　＝ 1.53

(Ｗ)+(Ｙ)+(Ｚ)

(ア)+(イ)+(ウ)

(α)+(β)+(γ)雇用者所得誘発額

営業余剰誘発額

 
 （税収への波及効果）                        （単位：百万円）          

個人分直接税  38 法人分直接税   19 間接税  15 合 計  72 
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 水道局の事業執行 分析  

 

１．分 析 方 法 

 

 地方公営企業である水道局の予算は、水道用水事業費特別会計において大別すると資本

的収支と収益的収支の２つに分けられる。 

 この事例では、施設の拡張・更新のための工事費等の資本的支出の事業効果を試算して

いる。 

 なお、資本的収支には、その効果が次年度以降に及ぶもの、つまり、住民に対するサー

ビスの提供を維持すると共に、将来の利用度の増加に対処して、経営規模の拡大を図るた

めに要する諸施設の整備、拡充等の建設改良費や、現有施設に要した企業債の元金償還金

等が計上される。収益的支出には、サービス提供に関する職員関係費、物件費、動力費、

支払利息等の諸経費のように現金が企業外部に流出する支出のほか、建物、機械、構築物

等の固定資産の減価償却費のように支出を伴わない費用も計上される｡ 

 

２．分 析 結 果 

 

 水道用水事業費特別会計の大半を占める工事費は、金額は大きいが、民間への波及効果

の算定が困難であるため県事業効果のみの試算を行った。 

この事業の「経済波及効果」は、以下のとおりである。 

     事 業 費      ３７億５,０００万円 

     県内需要増加額       ３６億６,１００万円 

     経済波及効果     ５６億  ２００万円 

            波及倍率        １.５３倍 

 

３．課 題 
 

県立高校再編事業と同様に典型的な公共事業の「経済波及効果」であることが判明した。

建設中心の公共事業なら、どのような事業も波及倍率は１．５倍前後になるので、投資効

果測定によって異なる公共事業間に優先順位を付けることは難しい。 

 また、水道事業についてはライフラインであるため、経済波及効果と異なる判断基準が

求められる。 
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２７億７，４００万円税収への波及効果予測

　

 ２．県内経済への波及効果

総合効果 １，４８０億４，７００万円（Ｂ) 波及効果（B/A） １．４８倍

県内総生産（GDP)誘発額 ８７３億８，４００万円

雇用者所得誘発額 ４７７億１，８００万円

雇用誘発数 １５，５９８人

３．税収効果

（平成１７年度の県内総生産 ３兆７，７０７億円の２．３２％に相当する）

営業余剰誘発額 １８０億１，３００万円

●『県内』消費増加による経済波及効果●

　　１，０００億円　県内消費が増加したとすると、

　　　　　　県内需要増加額（Ａ）　　　　１，０００億円

直接効果 １，０００億円

波及効果 ４８０億４，７００万円

１．波及効果測定の前提条件

【前提】　県外へ漏出している消費のうち１，０００億円を県内に取り戻し県内消費の拡大を図る。

　参考）平成１７年度　県民経済計算の民間 終消費支出は、約２兆７，０６８億円であるが、主に家計調
査をもとに算出しているため、県外消費・県内消費を区別していない。他に県外・県内消費を区別できる統
計もなく、県外漏出している県民の消費の推計の方法は見あたらない。

　※　県外へ漏出している消費を前提としているので、直接効果においては不動産にかかる家賃等が増
加することも考慮していない。

経済波及効果

個人分直接税　９億円９，８００万円

法人分直接税　１０億９００万円

間　接　税　　７億６，７００万円※ 間接税には地方消費税清算金を含む。

経済波及効果試算
民間事業効果
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県内消費が1,000億円増加した場合

直接効果 (単位：百万円)

×[県内自給率]

[産業連関表に投入] ×[平均消費性向]

第１次間接波及効果

×[県内自給率]

第２次間接波及効果 [産業連関表に投入]

=

=

=

=

57,12342,877

雇用者所得誘発額（α）

34,536

営業余剰誘発額（a）

9,836

25,240

 　　　　　　県内ＧＤＰ誘発額(第１次)（イ）

営業余剰誘発額(b) 雇用者所得誘発額(β)

生産誘発額(第２次)（Ｚ）

22,807

15,589

 県内ＧＤＰ誘発額(第２次)（ウ）

営業余剰誘発額(c)

4,717

雇用者所得誘発額(γ)

6,043

県内消費増加額(Ａ)

100,000

原材料誘発額(直接)
 県内ＧＤＰ誘発額(直接)（ア）

生産誘発額（直接）（Ｗ） 100,000

図１　　経済波及効果フロー

14,672 7,1393,460 18,890

19,862 41,675

県内需要増加額
(第２次)

29,506

雇用者所得誘発額
(直接＋第１次)

県内需要増加額
(第１次)

需要増加額
（第２次）

生産誘発額(第１次)（Ｙ）

営業余剰誘発額

（Ｂ）／（Ａ）

148,047

87,384

47,718

18,013 (a)+(b)+(c)

ＧＤＰ誘発額

総合効果  （Ｂ）

波及効果倍率　＝ 1.48

(Ｗ)+(Ｙ)+(Ｚ)

(ア)+(イ)+(ウ)

(α)+(β)+(γ)雇用者所得誘発額

 
（税収への波及効果）                        （単位：百万円）          

個人分直接税 998 法人分直接税 1009 間接税  767 合 計  2774 

                       ※ 間接税には地方消費税清算金を含む              
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 『県内』消費増加 分析  

 

１．分 析 方 法 

 

 県民の所得が増えない状況で、『県内』消費を増加させるには、県外（特に大阪）へ漏

出していると想定される消費を県内に還流させるという前提で、県内消費が仮に１，００

０億円増加した場合のことを想定してその波及効果を試算した。 

 なお、消費を１，０００億円還流させることが目的なので、還流した１，０００億円は

平均消費性向の影響を受けず、１００％消費にまわるものとして試算した。 

 消費者がどのような商品に消費をするか、という「消費パターン」は産業連関表の民間

消費支出から算出されているので、その「消費パターン」を使用して１，０００億円を産

業連関表の３２部門に割り当てた。ただし、今回、県外消費を取り戻すことが前提なので、

家賃等に回される消費割合は省き、他の部門に振り分けた。 

 

２．分 析 結 果 

 

  波及効果は、１．４８倍と公共事業に較べやや低く算定されたが、県内に落ちる地方消

費税が増加するため、１，０００億円の県内消費が増えると、地方消費税清算後は２７億

７，４００万円もの県税収入が得られることが判明した。 

 税収をあげるには非常に効率の良い施策であるといえる。 

 

３．課 題 

 

 現在の統計では、県民の『県内』消費、『県外』消費を区別できる方法がなく、県民の

消費の県内・県外の割合を正確に推計することができれば、ほぼどれだけの県民の消費が

県外へ漏出しているかを把握でき、『県内』消費を増加させる施策を講じる手だてになる

と思われる。 
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第３章 まとめ  
 
１ 県の事業の傾向 

 
① 県の事業費と税収額の関係について 

 

今回効果試算した各事業について、県の事業費と税収額の関係をみると、 
 

表１                            （単位：百万円） 

県   事   業   名  等 県事業費 経済波及効果 税収額 

●民間事業効果誘発    
①観光客誘致(ｹｰｽ１ 宿泊 10 万、日帰 20 万人増) 128 4,753 79 

観光客誘致(ｹｰｽ 2 宿泊 2.8 万、日帰 27.2 万人増)    128 2,211 36 

観光客誘致(ｹｰｽ 3 宿泊 1.9 万減、日帰 4.4 万人増)    128 ▲526 ▲9 

②企業立地(ｹｰｽ１ 新規 25 件) 12 64,048 751 

企業立地(ｹｰｽ 2 新規 3 件、規模拡張 22 件) 12 25,928 302 

 企業立地(ｹｰｽ 3 新規(小)3 件、規模拡張(小)22 件) 12 12,264 146 

③山間地域ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ施設整備 159 282 4 

④「もてなしの心」推進 6 1,128 18 

●県事業効果単独    

⑤県立病院 1,409 855 17 

⑥農林漁業用揮発油税財源身替農道整備 637 872 11 

⑦道路整備 36,964 41,243 539 

⑧高等学校再編整理 912 1,367 18 

⑨水道拡張・既設施設更新改良 3,750 5,602 72 

●県内消費増加 増加額   

 100,000 148,047 2,774 

 
・   県の予算を執行する「県事業効果」だけの事業より、県の施策が「民間事業効果」

を誘発する事業の方が、効率良く税収を増加させている。 
 

・   また、今回、効果試算の対象とした消費は、県外へ流出しているとみられる県民の

消費のうち１，０００億円を県内に取り戻すことで、１，４８０億円の「経済波及効

果」が発生し、約２８億円の税収が見込まれる。 
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② 県内需要増加額と経済波及効果の関係(波及倍率)について 

 
 ・ 経済波及効果試算に関する「県内自給率」について再度、説明すると 
「県内自給率」とは、 

・ 「財」、「サービス」を生産及び消費するのに、自県で調達できる割合のこと。 

（言い換えれば、生産に必要な原材料並びに 終的な消費財が、どれくらい県内で

まかなえているかの割合） 

     産業連関表では、県内自給率＝１－移輸入額／県内需要合計 

    ※「移輸入額」は、国でいう「輸入額」に当たる。 
・   経済波及効果測定の際、県内で発生した需要に「県内自給率」を乗じて県内の需要 

増加額を求める。「県内自給率」が小さいと、せっかく発生した需要が県内に留まる

率が小さく、県外への流出が高まる。 
・  例えば、県内に生産の原材料が必要な場合、「県内自給率」が小さいと、県外から

原材料を調達する割合が高くなり、反対に県内での原材料調達額(県内需要増加額)は
小さい。その結果、経済波及効果は「県内自給率」が高い府県に比べて小さくなる。

 
・ ここで、各事業の「県内需要増加額」が、どの程度効率的に「経済波及効果」を発生

しているかを考えると、その波及倍率は約１．４２倍～約１．５３倍となっている。 

        波及倍率＝経済波及効果／県内需要増加額 
・  そこで、他府県との比較検討のため、今回の事業の「民間事業効果」を誘発する事

業と、「県事業効果」だけの事業について、それぞれ「観光客誘致事業(ケース１)」と

「道路整備事業」をモデルとして、近畿各府県で同事業が実施されたと仮定した場合

の波及倍率を試算し、「県内自給率」との関係をみてみた。 
 

表２  近畿各府県の「県内自給率」と「波及倍率」（平成１２年） 

  

順　位 観光客誘致 道路整備事業

福井県 62.2 4 1.58 ～ 1.62
滋賀県 54.3 7 1.44 ～ 1.51
大阪府 73.4 1 1.72 ～ 1.82
奈良県 60.8 6 1.47 ～ 1.53
和歌山県 63.2 2 1.58 ～ 1.54
京都府 63.0 3 ‐‐ ～ ‐‐

兵庫県 61.1 5 ‐‐ ～ ‐‐

波及倍率（倍）県内自給率
（％）

 

（出典：各府県平成１２年産業連関表） 
   ※  京都府（３５部門）、兵庫県（３４部門）は、産業連関表の産業の部門数が違うため、奈良 

県との単純な比較はできない。 
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図 １ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・ 結果として、県内自給率と波及倍率には正の相関関係がみられ、奈良県は県内自

給率が低く、波及倍率も低くなっている。 
 

２ 奈良県の現状の課題 

 
① 今回の投資効果の試算により、県内の経済波及効果拡大の阻害要因は、奈良県の「県内

自給率」が６０．８％と低く、県内の需要(原材料や 終消費財)を自県の生産でまかな

えていないことと考えられる。 

② 視点を変えて、生産活動に必要な原材料や、 終的な消費についての県内外への出入

り（交易）を実際の移輸入額、移輸出額の差（＝「交易収支」）でみると、 
表３  近畿府県の「交易収支」（平成１２年） 

県内自給率 移輸出率 移輸入額 移輸出額 交易収支 
  

  順位   順位 （Ａ） （Ｂ） （Ｂ）－（Ａ） 

福井県 62.2% 4 40.5% 2 ２兆３，１６７億円 ２兆５，８７６億円 ２，７０９億円

京都府 63.0% 3 38.6% 4 ６兆４，９７０億円 ６兆９，７７７億円 ４，８０６億円

滋賀県 54.3% 7 48.8% 1 ４兆９，８２９億円 ５兆６，５６５億円 ６，７３６億円

大阪府 73.4% 1 33.3% 6 １６兆８，６５５億円 ２３兆２，０５９億円 ６兆３，４０４億円

兵庫県 61.1% 5 38.7% 3 １４兆６，２８２億円 １４兆４，８１５億円 ▲１，４６７億円

奈良県 60.8% 6 31.6% 7 ３兆  ９２１億円 ２兆２，１６３億円 ▲８，７５８億円

和歌山県 63.2% 2 34.2% 5 ２兆５，５０１億円 ２兆２，７９４億円 ▲２，７０６億円

                       （出典：各府県平成１２年産業連関表） 
※ 「移輸出額」は、国でいう「輸出額」に当たる。 

県内自給率と波及倍率の関係

1.4
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1.9

50 60 70 80

県内自給率（％）

波及倍率
（倍）

観光客誘致

道路整備事業

線形 (道路整備事業)

線形 (観光客誘致)
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大阪府
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図２ 

    

近畿府県の「交易収支」（除く、大阪府）（Ｈ１２年）
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額（億円）

 
  

・ 「県内自給率」が高い、あるいは、「移輸出率」が高い府県の「交易収支」は黒字

傾向にある。 
 
・ 大阪府は、「移輸出率」は低いが、近畿府県の中で「府内自給率」がトップと高く

(＝「移輸入額」が少ない)、「交易収支」が黒字となっている。 
 
・  滋賀県は、奈良県よりも「県内自給率」が低く、自県でまかなえない原材料等の

「移輸入」は多いが、奈良県より「移輸出率」が高いことより、他府県へ原材料提

供や加工による付加価値の「移輸出」が多く、「交易収支」が黒字となっている。 
 
・  奈良県は、「県内自給率」が低いことより、自県でまかなえない原材料等の「移

輸入」が多く、また「移輸出率」も低いことより、他府県への原材料提供や加工に

よる付加価値の「移輸出」が少なく、「交易収支」が▲８，７５８億円の赤字とな

っている。 
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３ 今後の課題 

 

・ これまで奈良県の課題として、「県内自給率」の低さにより、生産過程において必要 
な原材料等や 終的に消費される財などが、県内で不足していることととらえた。 
 

・ さらに、 終消費について検討すると、奈良県民は、県外就業率が２９．３％と全国

で一番高く(平成１７年国勢調査)、平成１６年度には、県外から８，７３４億円の雇用者

報酬（下記 表４）を得ている一方で、県外への消費流出が非常に高いと推測される。 
   
・ この県外に流出している消費を県内に取り戻せば、今回試算した「県内消費増加」の 

とおり、１，０００億円の県内消費増加により、県内に１，４８０億円の経済波及効果 
と２８億円の税収が生まれると想定される。 

 
表４ 奈良県民の「県内活動による雇用者報酬」と「県外からの雇用者報酬」 

(単位：百万円、％)

年　　度　

 項　　目

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比

3,188,873 100% 3,112,396 100% 3,014,213 100% 2,950,566 100% 2,886,943 100%

　　県内での雇用者報酬 2,142,599 67% 2,111,930 68% 2,056,462 68% 2,034,950 69% 2,013,507 70%

　　県外からの雇用者報酬 1,046,274 33% 1,000,466 32% 957,751 32% 915,616 31% 873,436 30%

平成16年度

雇用者報酬

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度

        

（出典：平成１６年度奈良県県民経済計算） 
 
 
・ これまでの検討により、今後の奈良県の課題として、 
 

① 原材料等が県内でまかなえるためにも、企業誘致の推進を図り、「県内

自給率」を高める。 
② また、県外への消費流出を県内に取り戻すため、商業拠点等を整備す

る。 
③ これにより、県内の「経済波及効果」の向上を図り、県経済を活性化

する。 
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４．あ と が き  

 

 産業連関表による事業効果の算定がその効果を発揮するのは、規模の大きい新規事業採

択の可否の判断基準として経済波及効果を検討する場合である。また、その事業と他の事

業のどちらを採択するかといった場合にも役立つ。 

 産業連関表による算定の際には、客観性とそれを確保するための検証が不可欠である。

事業に着手したいがために、事業の効果を過大に見積もったり、波及効果の範囲を意図 

的に大きくすることで、経済波及効果を膨らますといった行為が横行することになっては、 

せっかくの経済波及効果試算システムが意味をなさないものとなってしまう危険性があ 

る。 

 そのような点に注意を払った上で、事業実施等にあたっての経済波及効果分析に本報告

書において検討したシステムを活用いただければ幸いである。 
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試算上の条件 ①奈良県の小売年間販売額が１，０００億円増加し、

大阪府が１，０００億円減少したと仮定

②全国の地方消費税額は18年2月～19年1月ベース

（２兆６，２３６億円）

奈良県の小売年間販売額 奈良県の全国シェア 奈良県の地方消費税

Ｈ１８年２月～Ｈ１９年１月

（単位：百万円） （単位：％） （単位：百万円）

現　　　　状 1,217,432 0.8433597 22,127

１，０００億増加後 1,317,432 0.8788671 23,059

増加額 100,000 0.0355074 932

県内消費が１，０００億円増加した場合の地方消費税の増加額

１，０００億円の消費の増加

  ９億３，２００万円の地方消費税収の増加
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◎他府県に流出している消費を県内に取り戻すと・・・・

奈
良

京都

大阪

兵庫

和歌山

滋賀

※奈良県の小売年間販売額の出典：H14年商業統計調査

「県外消費」の一部を「県
内消費」に変えていただく
だけで、県税収が増加し、
県の抱える様々な問題の
解決に利用できる金額が

増加します。

県外消費

県外消費

県外から「消費１，０００億円」を取り
戻した場合の「県内小売年間販売額」
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現状 増加後（百万円）

1兆2，174億円 1兆3，174億円

1，000億円
（8．2％）

県内消費増加分
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